
Ａ.

Ｂ.

なお、本・会員会費は消費税の課税対象外となる。

分類 区　　分 会費／年

自動車修理指定業者 ６０，０００円

営繕工場指定業者 ６０，０００円

正 レンタカー指定業者 ６０，０００円

上記以外の正会員

会 募集人数　 　１～３名 ３６，０００円

募集人数　 　４～６名 ３８，０００円

員 募集人数　 　７～９名 ４０，０００円

募集人数　１０～１９名 ４２，０００円

募集人数　２０名以上 ５０，０００円

１２，０００円

賛 自動車修理指定業者 ６０，０００円

助 営繕工場指定業者 ６０，０００円

会 レンタカー指定業者 ６０，０００円

員 上記以外の賛助会員 １２，０００円

Ｃ.

1.会員会費は４月に上半期分として年会費の半額、１０月に下半期分として

   年会費の半額を徴収する。

Ｄ.

Ｅ. 本規則の改廃

本規則の改廃は、定款第４４条の規定に従い、理事会決議を経て定款

第10条に基づき総会の決議により改廃する。

会　員　入　会　金　及び　会　費　規　則

一般会員

会員会費の納付は次の方法により行う。

2.会員会費は金融機関口座振替により徴収する。

会員会費

会員会費は次表の通りとする。

入会金はなし。

会員会費の領収書発行有無について

会員会費の納付方法

会員会費の領収書は発行しないので、金融機関の「振込金受取書・振込受付
書」等をもって領収書に代えるものとする。

3.会員会費は入会月の翌月分から徴収する。

付則

平成21年5月20日　通常総会決定　同日施行

平成22年5月20日　通常総会　一部文章追加　同日改定

2019年5月23日  通常総会決定　2020年4月1日施行

一般社団法人　群馬県損害保険代理業協会

一般社団法人群馬県損害保険代理業協会（以下「本会」という）は定款第10条

の規定に基づき本規則を定める。

入会金


